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魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円） 魚　種 数　量（トン） 水揚金額（千円）

たこ 12.6 （8.3） 13,683.8 （9,147.7）がや 0.4 （1.9） 27.0 （115.3）

かれい 3.5 （0.7） 550.3 （146.0）うに 17.2 （22.6） 6,252.5 （5,906.1）

なまこ 3.0 （4.2） 8,219.3 （21,189.4）たら 0.1 （0.1） 624.4 （308.1）

ほっけ 0.6 （0.0） 256.9 （0.5）つぶ 2,286.4（2,308.5）1,413,709.5（394,084.1）

がや 3.0 （0.1） 1,063.0 （2.8）ほたて 6.5 （4.3） 1,659.0 （639.5）

かじか 0.5 （0.1） 8.5 （3.1）合計 2,333.8（2,350.8）1,446,054.2（431,542.6）

かっこ内は令和６年３月の水揚げ

令和７年３月の水揚げ量・水揚金額

人身事故 死者数 傷者数 物損事故

町内 ０件 ０人 ０人 13件

交通事故発生状況（令和７年１月１日～令和７年３月31日）

１　生活経済事犯被害の未然防止対策の推進
　　～「悪質業者は、う・そ・つ・き！」～

　【う】うまい話を信用しない！
～うまい話、絶対にもうかる話には、必
ず大きな落とし穴・・・～

　【そ】そうだんする！
～ひとりで判断せず、家族・知人・相談
機関に相談を～

　【つ】つられて返事をしない！すぐに契約しな
い！
～悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約する
ように迫ってきます～

　【き】きっぱり！はっきり！断る！
～あいまいな返事をせず、キッパリ！　
ハッキリ！　断る！～

２　自転車の安全利用の促進
　　～ヘルメット　あごひもカチッと　出発だ～

①交通ルール・マナーを守る
令和６年11月１日から自転車の危険な運転に新

しく罰則が整備されました。

・運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車
に乗りながら通話する行為、画面を注視する
行為が新たに禁止され、罰則の対象となりま
した。
・酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や
同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整
備されました。

②ヘルメット着用促進
事故の衝撃から頭部を守るため、必ずヘルメッ

トを着用しましょう。
③自転車動画の紹介

北海道警察では、自転車ヘルメット着用を呼び
かける動画を北海道警察公式チャンネルで公開し
ています。
④知っていますか？自転車運転者講習制度
　自転車の講習に関し一定の違反行為（信号無視、
通行禁止違反等）を３年以内に２回以上行った場
合、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命
ぜられます。

全刑法犯
認知件数

窃盗犯認知件数 その他刑法
認知件数侵入盗 車上狙い その他窃盗

町　内 １件 ０件 ０件 １件 ０件

犯罪発生状況（令和７年1月1日～令和７年３月31日）


